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   淡路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例制定の件 

 

上記の議案を別紙のとおり、淡路市議会会議規則（平成１７年淡路市議会規則第

１号）第１４条第１項の規定により提出する。 

 

 

 (提案理由) 

議会議員の期末手当の支給割合を改正するため、この条例を制定するもので

ある。 

 

  



淡路市条例第  号 

 

   淡路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例 

  

第１条 淡路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１７年淡路

市条例第４２号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第２項の表中 

 「 

１２月１日 
１００分の 

２２５ 

１００分の 

１８０ 

１００分の 

１３５ 

１００分の 

６７．５ 

                                    」 

 を 

 「 

１２月１日 
１００分の 

２３５ 

１００分の 

１８８ 

１００分の 

１４４ 

１００分の 

７０．５ 

                                    」 

 に改める。 

 

第２条 淡路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のよう

に改正する。 

  第６条第２項の表中 

 「 

１００分の 

２２５ 

１００分の 

１８０ 

１００分の 

１３５ 

１００分の 

６７．５ 

１００分の 

２３５ 

１００分の 

１８８ 

１００分の 

１４１ 

１００分の 

７０．５ 

                              」 

 を 

 「 

１００分の 

２３０ 

１００分の 

１８４ 

１００分の 

１３８ 

１００分の 

６９ 

１００分の 

２３０ 

１００分の 

１８４ 

１００分の 

１３８ 

１００分の 

６９ 

                              」 



 に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和７年４月

１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の淡路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例（以下「改正後の条例」という。）第６条第２項の規定は、令和６年１２月

１日から適用する。 

 （期末手当の内払） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合には、第１条の規定による改正前の淡路市

議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期

末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。 

  



   淡路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例新

旧対照表 

   第１条による改正 

現        行 改   正   案 
 

 
 

 

 

 （期末手当） 

第６条 (略) 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、次の

表の左欄に掲げる基準日につき、その者の当

該基準日以前６か月以内の期間における同表

の右欄に掲げる在職期間の区分に応じ、それ

ぞれ同欄に掲げる割合を乗じて得た額とす

る。 

基準日 

在職期間 

６か月 

５か月 

以上 

６か月 

未満 

３か月 

以上 

５か月 

未満 

３か月

未満 

6月1日 
100分の

225 

100分の

180 

100分の

135 

100分の

67.5 

12月1日 
100分の

225 

100分の

180 

100分の

135 

100分の

67.5 

３ (略) 

 

  

 （期末手当） 

第６条 (略) 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、次の

表の左欄に掲げる基準日につき、その者の当

該基準日以前６か月以内の期間における同表

の右欄に掲げる在職期間の区分に応じ、それ

ぞれ同欄に掲げる割合を乗じて得た額とす

る。 

基準日 

在職期間 

６か月 

５か月 

以上 

６か月 

未満 

３か月 

以上 

５か月 

未満 

３か月

未満 

6月1日 
100分の

225 

100分の

180 

100分の

135 

100分の

67.5 

12月1日 
100分の

235 

100分の

188 

100分の

141 

100分の

70.5 

３ (略) 

 

 



   淡路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例新

旧対照表 

   第２条による改正 

現        行 改   正   案 
 

 
 

 

 

 （期末手当） 

第６条 (略) 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、次の

表の左欄に掲げる基準日につき、その者の当

該基準日以前６か月以内の期間における同表

の右欄に掲げる在職期間の区分に応じ、それ

ぞれ同欄に掲げる割合を乗じて得た額とす

る。 

基準日 

在職期間 

６か月 

５か月 

以上 

６か月 

未満 

３か月 

以上 

５か月 

未満 

３か月

未満 

6月1日 
100分の

225 

100分の

180 

100分の

135 

100分の

67.5 

12月1日 
100分の

235 

100分の

188 

100分の

141 

100分の

70.5 

３ (略) 

 

  

 （期末手当） 

第６条 (略) 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、次の

表の左欄に掲げる基準日につき、その者の当

該基準日以前６か月以内の期間における同表

の右欄に掲げる在職期間の区分に応じ、それ

ぞれ同欄に掲げる割合を乗じて得た額とす

る。 

基準日 

在職期間 

６か月 

５か月 

以上 

６か月 

未満 

３か月 

以上 

５か月 

未満 

３か月

未満 

6月1日 
100分の

230 

100分の

184 

100分の

138 

100分の

69 

12月1日 
100分の

230 

100分の

184 

100分の

138 

100分の

69 

３ (略) 

 

 


